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府立南大阪高等職業技術専門校
４月入校生募集

募集科目　自動車・車体整備科、電気

主任技術科、情報通信科、製造化学科、

Ｗｅｂシステム開発科　

授業料　年間１１万８８００円（別途教科書

代など実費）

※その他、入校料などが必要。

※定員や申し込み方法など詳しくは、

お問い合わせください。

教　育
願書受け付け　２月選考＝１月２５日

までに、３月選考＝２月１日～３月

１３日に、ハローワーク河内長野（河内

長野市昭栄町７の２）〔(５３)３０８１〕へ

※３月選考の実施は、２月選考の応募

状況により決定します。

問い合わせ　同専門校（和泉市テクノ

ステージ二丁目３の５）〔０７２５(５３)

３００５〕

※１月１６日＝施設見学会と体験実習

を、１月１０日、２２日、２月６日、

２７日＝施設見学会を同専門校で実施

します（いずれも午後１時１５分～受け

付け、当日直接会場へ）。

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

心理相談員アルバイト募集

職種　臨床心理士または臨床発達心理

士など　勤務地　市役所

勤務日・時間　祝日を除く月～金曜日

のうち週２～３日、午前９時～午後５

時１５分（勤務時間は相談に応じます）

採用人数　１人

業務内容　１８歳未満の子どもの発達に

関する相談、子どもの発達検査など

申し込み　１月１１日までに、事前に

電話で連絡の上、履歴書に資格証明書

の写しを添えて、こども未来室（内線

２０８）へ

こころの電話相談　〔(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日、年末年始は休み）
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冬本番！寒さ対策に！           
冷え・むくみ予防講座！

　冷えは「万病のもと」といわれてい

ます。

　同講座では、足腰をほぐしたり、足

首を回したりして、血液循環を良くす

ることで体を温めるとともに、寒さで

緊張している筋肉を伸ばし、動きやす

い体をめざします。

とき　１月２８日、午後２時～３時

ところ　レインボーホール（市民会館）

定員　２０人　受講料　５００円

持ち物　タオル、飲み物、ヨガマット

またはバスタオル（持っている人は５

本指靴下）

※動きやすい服装で参加してください。

申し込み　１月６日～、同ホールへ

（申し込み先着順、電話申し込み可）

講座「 Ｓ  Ｄ  Ｇ  ｓ って何だろう」
エス ディー ジー ズ

　最近、新聞やテレビなどでよく聞く

「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」に

ついて、「ＳＤＧｓって何？」という人

のために、ＳＤＧｓが掲げている目標

や実際の取り組みなどを紹介します。

とき　１月１０日、午後６時～７時３０分

ところ　市役所

定員　５０人　受講料　無料

申し込み　１月７日～、市民公益活

動支援センターへ（申し込み先着順、

電話申し込み可）

南河内地区親学習リーダー養
成講座

　府では、「教育コミュニティづくり推

進事業」の一環として、親学習の場づ

くりを推進しています。

　そこで、各市町村での親学習の機会

を提供し、促進する地域人材の充実を

図るために、同講座を開催します。

とき　２月７日、１４日、２８日、

午前９時３０分～正午（全３回）　

ところ　 Ｔｏｐｉｃ （きらめき創造館）
ト ピ ッ ク

対象者　南河内地区在住で家庭教育支

援に興味・関心のある人

定員　４０人　受講料　無料

申し込み　１月２５日までに、生涯学

習課〔(２６)８０５６〕へ（申し込み多数

の場合抽選）

 

整形外科医監修のロコトレ体
操教室

　富田林医師会と市が協働で、ロコモ

ティブシンドローム（関節や筋肉など

に障がいが起こり、立つ・歩くなど日常

生活の動作に支障が出始めた状態）を

予防するための体操教室を開催します。

とき　１月３１日～３月２８日の毎週木曜

日（３月２１日は除く）、午後１時～２時

３０分（全８回）　ところ　かがりの郷　

対象者　市内在住でおおむね６５歳以上の人

定員　３０人　参加費　無料　

持ち物　上靴、タオル、飲み物

※動きやすい服装で参加してください。

申し込み　１月７日～２４日に、高齢

介護課（内線１８９）へ（申し込み先着順）

認知症介護家族の交流会

とき　１月２３日、午後１時３０分～３

時３０分　ところ　金剛公民館

内容　管理栄養士による認知症の人と

家族のための栄養のお話、交流会

対象者　市内在住で認知症の人を介護

している家族（認知症の人が市内在住

の場合も可）　※認知症の人もぜひ一

緒に参加してください。

定員　２０人　参加費　無料

申し込み　１月７日～１７日に、高齢

介護課（内線１８９）へ（申し込み先着順）

生活支援サービス従事者研修

　介護に関する資格がなくても、この

研修を受講し、市が指定する訪問介護

事業所に雇用されることで、「生活支援

サービス従事者」として仕事に就くこ

とができるようになります。

とき　２月７日～３月７日の毎週木曜

日、午後１時～４時１０分（全５回）

ところ　今城クリニック「ことほぎ」

（寿町二丁目４の３０）　

対象者　市内在住で、本市に住民登録

をしている人

定員　１５人　受講料　無料

申し込み　１月７日～２月４日に、

今城クリニック〔(５５)３３５３〕へ（申

し込み多数の場合抽選）

講座・催し
 

市立保育所アルバイト募集

職種　①保育士（府地域限定保育士を

含む）、②保健師または看護師

勤務地　①市立保育所、②金剛保育園

※勤務時間や業務内容など詳しくは、

お問い合わせください。

採用人数　①３０人程度、②１人程度

申し込み　１月３１日までに、事前に

電話で連絡の上、履歴書に資格証明書

の写しを添えて、こども未来室（内線

２９６）へ

市立休日診療所アルバイト募集

職種　看護師　

※勤務時間や業務内容など詳しくは、

お問い合わせください。

申し込み　事前に電話で連絡の上、履

歴書に資格証明書の写しを添えて、保

健センター〔(２８)５５２０〕へ

障がい児（者）歯科の　　　    
歯科衛生士募集

対象者　歯科衛生士の資格を有し、歯

科診療経験があり、大阪府歯科衛生士

会に入会が可能な人　

※業務内容など詳しくは、お問い合わ

せください。

勤務地　河内長野市立休日急病診療所

（河内長野市菊水町２の１３）

勤務日・時間　祝日を除く毎週木曜日、

午前１０時～午後５時３０分

申し込み　３月３１日までに、写真付

きの履歴書に資格証明書の写しを添え

て、河内長野市立保健センター〔(５５)

０３０１〕へ

けあぱる非常勤登録　　　　
ホームヘルパー募集

勤務形態　直接自宅から対象者宅を訪

問しケアする直行直帰制　

対象者　介護職員初任者研修以上修了

者（同等以上可）、もしくはガイドヘル

パー資格取得者

※詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　けあぱる〔(２８)８６３３〕

募　集
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固定資産税（償却資産）の申告を

　固定資産税は土地や家屋に課税され

ますが、それ以外で事業や営業のため

に所有している償却資産（構築物、機

械や装置、車両や運搬具、工具、器具、

備品など）も課税対象になります。

　１月１日現在、市内に償却資産を所

有している法人や個人事業主は１月３１

日までに申告してください（休・廃

業されている場合も申告が必要です）。

　なお、所有者には平成３０年１２月中に

申告書類を郵送していますが、届いて

いない場合や事業開始などにより本市

に初めて申告される場合はご連絡くだ

さい。

問い合わせ　課税課（内線１１４、１１５）

新築された認定長期優良住宅
の固定資産税を減額します

　新築された住宅で、長期優良住宅の

認定を受け、要件に該当する場合、一

定期間の固定資産税が減額されます。

減額期間　新築後５年間（３階建て以

上の中高層耐火住宅は７年間）

※該当要件など詳しくは、お問い合わ

せください。

※認定長期優良住宅に対する減額措置

は、新築住宅に対する減額措置に代え

て適用されます。また、都市計画税は

減額されません。

※新築の翌年１月３１日までに、認定を

受けて新築されたことを証明する書類

を添えて、課税課へ申告してください。

問い合わせ　課税課（内線１１３～１１５）

税
 

水道管の更新工事にご協力を

　本市では、災害時でも安全・安心な

水道水を皆さんに届けるため、病院や

指定避難所など災害時に拠点となる重

要な施設につながっている水道管を災

害に強いものに替える工事や、古く

なった水道管を取り替える工事を各所

で実施しています。

　近隣にお住まいの人をはじめ、通行

される皆さんにはご迷惑をお掛けしま

すが、皆さんに安心して水道を利用い

ただくために必要な工事ですので、ご

理解とご協力をお願いします。

問い合わせ　水道工務課（内線２５６）

上下水道だよりを配布しています

　本市では、「上下水道だより」を検針

の際に各戸へ配布しています。

　同だよりでは、上下水道の仕組みや

災害対策への取り組みなどを写真やイ

ラストを使って紹介しています。

　日頃、水道や下水道について、意識

されることは少ないかもしれません

が、市民の皆さんにも身近に感じてい

ただける内容となっていますので、ぜ

ひご一読ください。

　同だよりは、上下水道部各課の窓口

でも配布しています。

問い合わせ　上下水道総務課（内線２５１）

  

手話通訳者、要約筆記者の　
登録を

　本市では、聴覚障がい者および音

声・言語機能障がい者などの福祉に理

解があり、熱意のある手話通訳者、要

約筆記者を募集しています。

対象者　２０歳以上で日常生活上の必要

なことについて手話通訳できる人、ま

たは要約筆記講習会を修了した人　

※手話通訳者には、２月２４日に登録

判定試験を実施します。

申し込み　２月８日までに障がい福

祉課（内線１９３）へ

上下水道

福　祉

高齢者の障がい者控除対象者
認定書の申請を

　６５歳以上の寝たきりや認知症の高齢

者は、身体障がい者手帳などを持って

いなくても、市の障がい者控除対象者

認定書の交付を受ければ、所得税や個

人住民税の障がい者控除が適用される

場合があります。

　所定の基準を満たす人には、認定書

を交付しますのでお問い合わせくださ

い。なお、身体障がい者手帳などの所

持者は、改めて認定書の交付を受ける

必要はありません。

対象者　身体障がい者手帳などの交付

を受けていない人で、要介護認定を受

け、障がい者に準じる状態の人など

問い合わせ　高齢介護課（内線１９６）

献血にご協力を

とき・ところ　１月６日、午前１０時

～午後４時＝エコール・ロゼ、１２日、

午前１０時～正午＝彼方小学校、２９日、

午前１０時～正午、午後１時～４時３０分

＝市役所

※献血を受けていただける条件など詳

しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　市献血推進協議会〔(２５)

８２６１〕

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

２４
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「医療費のお知らせ」を送付し
ています～医療費控除の申告に
添付書類として利用できます～

　ご自身の医療費について確認をして

いただくとともに、国民健康保険事業

に対する理解を深めていただくため、

国民健康保険の加入者に、「医療費のお

知らせ」を年６回送付しています。

　この「医療費のお知らせ」は、医療

費控除の申告をする際の添付書類とし

ても利用できます。

　平成３０年１１月、１２月に受診された分

の「医療費のお知らせ」は３月上旬に

発送する予定です。それまでに医療費

控除の申告をする場合は、医療機関発

行の領収書に基づいて、国税庁指定の

「医療費控除の明細書」を作成して添

付してください。

問い合わせ　「医療費のお知らせ」に

ついては保険年金課（内線５５２）、医療費

控除の申告については富田林税務署

〔(２４)３２８１〕

国民健康保険
 

成人式を迎える皆さんへ

　国民年金は、「年を取ったとき」「病気

や事故で障がいが残ったとき」「家族の

働き手が亡くなったとき」に働いてい

る世代みんなで支えようという考えで

作られた仕組みです。

　日本に住んでいる２０歳以上６０歳未満

の人は、国民年金への加入が法律で義

務付けられています。

　原則として国民年金保険料を納めな

ければ年金を受け取ることができませ

ん。

　しかし、経済的理由など

で納めることが困難なとき

は、申請により保険料の免

除や納付を猶予することが

できる制度などもありま

す。詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　保険年金課（内線１５３、

１５４）、天王寺年金事務所〔０６(６７７２)

７５３１〕

国民年金
源泉徴収票が送付されます

　老齢年金は所得税法上の雑所得とし

て課税対象になります。

　そのため、老齢年金の受給者には１

年間の年金の支払い総額などを記載し

た「源泉徴収票」が１月下旬に日本年

金機構より送付されますので、確定申

告などの際に添付してください。

　また、紛失などした場合は再交付申

請をしてください。

　なお、障がい年金や遺族年金などは

課税対象外のため同票は送付されませ

ん。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

国民年金保険料の「２年前納
（口座振替）」をご利用ください

　国民年金保険料の平成３１年４月末の

口座振替分で、割引額の大きい「２年

前納」がご利用いただけます。

　申込期限は２月末までです。詳しく

は、お問い合わせください。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

２５

　１世帯で１年間（８月～翌年の７月末の間）に支払った

医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が、同制度の自

己負担限度額（下表）を超えるときは、それぞれからその

超過額が支給（払い戻し）されます。

　該当する人には２月～３月にかけて申請手続きが記載さ

れている勧奨通知を送付する予定です。

　通知が届いたら、それに従って申請してください。

◆負担軽減の例（夫婦２人世帯でどちらも７０歳以上、住民

税非課税世帯（低所得者Ⅱ）の場合）

　１年間に医療保険で２５万円、介護保険で２５万円を支払い、

年間の負担が５０万円の場合、高額医療・高額介護合算療養

費制度の支給申請をすることで、自己負担限度額３１万円を

超えた１９万円が支給（払い戻し）され、実際の年間負担額

が３１万円になります。

◆注意事項

・国民健康保険に加入の７０歳未満の人については、１つの

医療機関（外来は診療科ごとの場合あり）での自己負担額

が月額２万１０００円未満の場合は対象になりません

・医療保険と介護保険の自己負担額がいずれか０円の場合

は対象になりません

・支給額（超過額）が５００円以下の場合は対象になりません

・平成２９年８月～３０年７月末の間に「市町村を越える転居

をした人」「他の医療保険制度から国民健康保険や後期高齢

者医療制度に移行した人」には、勧奨通知を送付できない

場合があります

問い合わせ　国民健康保険加入者は保険年金課（内線５５２）、

後期高齢者医療制度加入者は福祉医療課（内線１５８、１５９）ま

たは府後期高齢者医療広域連合給付課〔０６(４７９０)２０３１〕、

介護保険分は高齢介護課（内線１７７）

高額医療・高額介護合算療養費制度の申請を

く
ら
し
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